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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３１号 

提  出  課 農村振興課 

 

上越市月影の郷条例の一部改正について 
 

１ 改正理由  

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するもの 

 

２ 改正内容 

⑴ 施設の利用料金の上限額を次のように改定する。（別表関係） 

区分 
 上限額 

 改正後 現行 

宿

泊

室 

宿泊利用 
中学生以上 

1人1泊 
6,600円 4,400円 

小学生以下 4,900円 3,300円 

日帰り利用 

1時間につき 

300円 220円 

体験学習室 300円 220円 

多目的ホール 300円 220円 

 ※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理 

者との協議により決定します。 

⑵ ⑴の改正は、この条例の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用につ 

いては、なお従前の例による。（附則第２項関係） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市月影の郷条例改正案新旧対照表 

（太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

別表（第１５条関係） 

区分 上限額 摘要 

宿

泊

室 

宿泊

利用 

中学生

以上 1人

1泊 

6,600円 
・ 3歳未満

の乳幼児

は、無料

とする。 

小学生

以下 
4,900円 

日帰

り利

用 

1時間につき 300円 

  

 

別表（第１５条関係） 

区分 上限額 摘要 

宿

泊

室 

宿泊

利用 

中学生

以上 1 人

1泊 

4,400円 
・ 3歳未満

の乳幼児

は、無料

とする。 

小学生

以下 
3,300円 

日帰

り利

用 

1時間につき 220円 
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改  正  案 改  正  前 

    

体験学

習室 

 
300円 

 

多目的

ホール 
300円 

備考 略 

    

体 験 学

習室 

 
220円 

 

多 目 的

ホール 
220円 

備考 略 

 

-2-



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３２号 

提  出  課 農村振興課 

 

上越市六夜山荘条例の一部改正について 
 

１ 改正理由  

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するもの 

 

２ 改正内容 

⑴ 施設の利用料金の上限額を次のように改定する。（別表関係） 

区分 
上限額 

改正後 現行 

宿泊室 
宿泊利用 １人につき7,500円 １人につき5,030円 

日帰り利用 １時間につき600円 １室につき2,200円 

交流室 １時間につき1,000円 １室につき10,480円 

 ※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理 

者との協議により決定します。 

⑵ ⑴の改正は、この条例の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用につ

いては、なお従前の例による。（附則第２項関係） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市六夜山荘条例改正案新旧対照表 

（太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

別表（第１５条関係） 

区分 上限額 摘要 

宿泊室 

宿泊利

用 

1 人 に つ き

7,500円 

飲食料金を

除く。 

日帰り

利用 

1時間につき

600円 

交流室 
1時間につき

1,000円 

備考 略 

別表（第１５条関係） 

区分 上限額 摘要 

宿泊室 

宿泊利

用 

1 人 に つ き

5,030円 

飲食料金を

除く。 

日帰り

利用 

1室 に つ き 

2,200円 

交流室 
1室 に つ き 

10,480円 

 備考 略 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３３号 

提  出  課 農林水産整備課 

 

上越市南葉高原キャンプ場条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴ 南葉山荘の廃止に伴い、施設の位置を改める。（第２条関係） 

 ⑵ 南葉山荘、多目的スポーツ広場及びテニスコートの廃止に伴い、関連する規定を

整理する。（第３条、別表関係） 

⑶ 施設の利用時間を次のように改める。（第９条関係） 

  ア 学習・休憩棟、バンガロー及びテントサイトの日帰り利用 午前１０時から午

後４時３０分まで 

 イ 宿泊利用 午前１０時から翌日午前９時まで 

⑷ 施設の利用料金の上限額を次のように改定する。（別表関係） 

施設の名称 単位 
上限額 

日帰り 宿泊 

学習･休憩棟 全館 9,900 円 19,800 円 

バンガロー 1 棟 2,600 円 7,500 円 

テントサイト 1 張分 700 円 1,200 円 

  

附属設備 単位 上限額 

温水シャワー 1 回 100 円 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理 

者との協議により決定します。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市南葉高原キャンプ場条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（名称及び位置） 

第２条 略 

名称 位置 

上越市南葉高原キャ

ンプ場 

上越市大字後谷３２９

番地    

 

 （名称及び位置） 

第２条 略 

名称 位置 

上越市南葉高原キャ

ンプ場 

上越市大字後谷２５１

番地８   
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改  正  案 改  正  前 

 （施設） 

第３条 略 

 ⑴ 略 

（削除） 

⑵～⑹ 略 

（削除） 

  ⑺ 略 

（削除） 

 （開場期間及び利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ 略 

 ⑵ 略 

ア 略 

 （ア） 学習・休憩棟、バンガロー及びテ 

  ントサイト 午前１０時から午後４ 

  時３０分まで 

 

（イ） 略  

イ 宿泊利用 午前１０時から翌日午前 

 ９時まで 

 

 

 

 

 

別表（第１１条、第１４条関係）  

 施設の 

名称 
単位 

上限額  

 日帰り 宿泊  
 

学習・

休憩棟 
全館 9,900 円 19,800 円 

 

 
バンガ

ロー 
1 棟 2,600 円 7,500 円 

 

 
テント

サイト 
1 張分 700 円 1,200 円 

 

 
  

附属設備 単位 上限額 

温水シャワー 1 回 100 円 

備考 

 １ 市内の小学校及び中学校の授業又

は行事でテントサイトを利用する場

合の上限額は、定額の５０パーセン

トの額とする。 

 ２ この表に定める額は、税を含む額

とする。 

 （施設） 

第３条 略 

 ⑴ 略 

 ⑵ 南葉山荘 

 ⑶～⑺ 略 

 ⑻ 多目的スポーツ広場 

 ⑼ 略 

 ⑽ テニスコート 

 （開場期間及び利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ 略 

 ⑵ 略 

ア 略 

 （ア） 南葉山荘、学習・休憩棟、バンガ 

  ロー、テントサイト及びテニスコー 

  ト 午前９時から午後４時３０分ま 

  で 

（イ） 略 

イ 宿泊利用 午前９時から翌日午前９ 

 時まで  

 

別表（第１１条、第１４条関係）  

 施設の 

名称 
単位 

上限額  

 日帰り 宿泊  

 南 葉

山 荘 
全館 6,000 円 15,000 円 

 

 
学習・

休憩棟 
全館 6,600 円 13,200 円 

 

 
バンガ

ロー 
1 棟 1,760 円 5,000 円 

 

 
テント

サイト 
1 張分 480 円 840 円 

 

 
テニス

コート 
1 面 2 時間につき 510 円 

 

 
  

 
附属設備 単位 上限額  

 

テント 

4 人用 1 張 1 回 

（9:00～ 

翌日の 

9:00) 

310 円  
 

6 人用 510 円 

 

 
備考 

 １ テニスコートの利用時間が２時間

に満たないときは、２時間として計

算する。 
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改  正  案 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 市内の小学校及び中学校の授業

又は行事でテントサイト及びテン

トを利用する場合の上限額は、定

額の５０パーセントの額とする。  

 ３ キャンプ場の施設を利用して入

場料金を徴する場合は、定額に入

場料金（２以上の料金があるとき

は、その最高料金）１０人分に相

当する金額を加算した額を上限額

とする。 

 ４ この表に定める額は、税を含む額

とする。 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３４号 

提  出  課 農林水産整備課 

 

上越市菖蒲高原緑地休養広場条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

 ⑴ コテージ及びキャンプ場の宿泊利用並びに炊事棟、野外ステージ及びゲストハウ

スの利用時間を次のように改める。（第９条関係） 

  ア コテージ及びキャンプ場の宿泊利用 午後２時から翌日午前１０時まで 

  イ 炊事棟、野外ステージ及びゲストハウス 午前９時から午後５時まで。ただし、

アを利用する者にあっては、午後２時から翌日午前１０時までとする。 

 ⑵ 施設の利用料金の上限額を次のように改定する。（別表関係） 

区分 単位 
上限額 

改定後 現行 

コテー

ジ 

バ ス

タ イ

プ 

宿泊

利用 

9 人用 

1 棟 1 泊に

つき 

利用人数に 2,200円を

乗 じ て 得 た 額 に

18,300 円を加算した

額 

利用人数に 1,530円を

乗 じ て 得 た 額 に

12,230 円を加算した

額 

6 人用 

利用人数に 2,200円を

乗 じ て 得 た 額 に

12,200 円を加算した

額 

利用人数に 1,530円を

乗 じ て 得 た 額 に 

8,150 円を加算した 

額 

日帰

り利

用 

9 人用 日 帰 り 利

用 1 回に

つき 

18,300 円 12,230 円 

6 人用 12,200 円 8,150 円 

シ ャ

ワ ー

タ イ

プ 

宿泊

利用 

9 人用 

1 棟 1 泊に

つき 

利用人数に 2,200円を

乗 じ て 得 た 額 に

13,700 円を加算した

額 

利用人数に 1,530円を

乗 じ て 得 た 額 に 

9,170 円を加算した 

額 

6 人用 

利用人数に 2,200円を

乗じて得た額に 9,100

円を加算した額 

利用人数に 1,530円を

乗じて得た額に 6,120

円を加算した額 

日帰

り利

用 

9 人用 日 帰 り 利

用 1 回に

つき 

13,700 円 9,170 円 

6 人用 9,100 円 6,120 円 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理

者との協議により決定します。 

⑶ 附属設備の利用料金の表を削る。（別表関係） 
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３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市菖蒲高原緑地休養広場条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

 （利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ 略 

  ア 略 

  イ 宿泊利用 午後２時から翌日午前 

   １０時まで 

 ⑵ 炊事棟、野外ステージ及びゲストハウ

ス 午前９時から午後５時まで。ただ

し、前号に掲げる施設の宿泊利用をする

者の利用にあっては、午後２時から翌日

午前１０時までとする。 

 ⑶ 略 

別表（第１５条関係） 

            

区分 単位 上限額 

コテ

ージ 

バ ス

タ イ

プ 

宿 泊

利用 

9 人

用 

1 棟 1

泊 に

つき 

利 用 人 数 に

2,200 円を乗じ

て 得 た 額 に

18,300 円を加

算した額 

6 人

用 

利 用 人 数 に

2,200 円を乗じ

て 得 た 額 に

12,200 円を加

算した額 

日 帰

り 利

用 

9 人

用 

日 帰

り 利

用 1

回 に

つき 

18,300 円 

6 人

用 12,200 円 

シ ャ

ワ ー

タ イ

プ 

宿 泊

利用 

9 人

用 
1 棟 1

泊 に

つき 

利 用 人 数 に

2,200 円を乗じ

て 得 た 額 に

13,700 円を加

算した額 

 

6 人

用 

利 用 人 数 に

2,200 円を乗じ

て 得 た 額 に

9,100 円を加算 
      

 （利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ 略 

  ア 略 

  イ 宿泊利用 午前９時から翌日午前 

   ９時まで  

 ⑵ 炊事棟、野外ステージ及びゲストハウ

ス 午前９時から午後５時まで。ただ

し、前号に掲げる施設の宿泊利用をする

者の利用にあっては、午前９時から翌日

午前９時まで とする。 

 ⑶ 略 

別表（第１５条関係） 

 ⑴ 施設の利用料金 

区分 単位 上限額 

コテ

ージ 

バ ス

タ イ

プ 

宿泊

利用 

9 人

用 

1 棟 1

泊 に

つき 

利 用 人 数 に

1,530 円を乗じ

て 得 た 額 に

12,230 円を加算

した額 

6 人

用 

利 用 人 数 に

1,530 円を乗じ

て 得 た 額 に

8,150 円を加算

した額 

日帰

り利

用 

9 人

用 

日 帰

り 利

用 1

回 に

つき 

12,230 円 

6 人

用 8,150 円 

シ ャ

ワ ー

タ イ

プ 

宿泊

利用 

9 人

用 
1 棟 1

泊 に

つき 

利 用 人 数 に

1,530 円を乗じ

て 得 た 額 に

9,170 円を加算

した額 

 

6 人

用 

利 用 人 数 に

1,530 円を乗じ

て 得 た 額 に

6,120 円を加算 
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改  正  案 改  正  前 

 

     した額 

  日 帰

り 利

用 

9 人

用 

日 帰

り 利

用 1

回 に

つき 

13,700 円 

6 人

用 9,100 円 

（略） 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（削除） 
 

 

     した額 

  日帰

り利

用 

9 人

用 

日 帰

り 利

用 1

回 に

つき 

9,170 円 

6 人

用 6,120 円 

（略） 

  備考 略 

⑵ 附属設備の利用料金  

 附属設備 単位 上限額  

 野外ステージ用音

響機材 

4 時間ご

と 
2,040 円 

 

 
貸しテント 1 泊又は

日帰り利

用 1 回に

つき 

1,020 円 
 

 
毛布 310 円 

 

 
ランタン 510 円 

 

 
炊飯用具 720 円 

 

 
備考 この表に定める額は、税を含む額 

 とする。 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１４７号 

提  出  課 農村振興課 

 

上越市農業研修センター芙蓉
ふ よ う

荘条例の廃止について 

 

１ 廃止理由  

利用実態や老朽化の状況を踏まえ、供用を廃止するもの 

 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

 

＜参考＞施設の概要 

施 設 名 称 上越市農業研修センター芙蓉
ふ よ う

荘 

所 在 地 上越市大字富岡 3003 番地の 1 

構 造 鉄筋コンクリート造 

延 床 面 積 853.27 ㎡ 

敷 地 面 積 2,690.67 ㎡ 

設 置 年 度 昭和 53 年度 

設 置 目 的 
近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者の養成及び確保並びに

農業経営の近代化及び農業従事者の生活改善を図るため 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１０６号 

提  出  課 農政課 

 

歳出科目（Ｐ34～Ｐ35） 6款 1項 3目 農業振興費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

自然循環型農業推進事業 39,907 2,496 42,403 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金             2,496  負担金補助及び交付金   

2,496 

 

 

【補正理由】 

県の補助事業を活用し、化学肥料から有機質資材等への転換など、特別栽培農産物等※

の生産拡大を支援するため、所要額を増額するもの 

 

【補正内容】 

〇みどり計画実践加速化支援事業費補助金 2,496 

 （実施内容） 

 ・対 象 者：販売農家 

 ・補助対象：令和 7年産、8年産における特別栽培農産物等の前年産からの拡大面積 

 ・交付金額：拡大面積 10aあたり 7,500円以内 

 

（歳入） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

県支出金 
みどり計画実践加速化

支援事業費補助金 
0 2,496 2,496 

 

（歳出） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

負担金補助

及び交付金 

みどり計画実践加速化

支援事業費補助金 
0 2,496 2,496 

 

  ※特別栽培農産物等…以下の①～③に該当する農産物 

   ①国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく特別栽培農産物 

   ②新潟県特別栽培農産物認証制度やＪＡ等から第 3者認証を受けた特別栽培農産物 

   ③有機農産物（ＪＡＳ法に基づく登録認証機関の認証を受けたもの） 

  <特別栽培農産物> 

・地域の慣行的な化学合成農薬等の使用状況に比べて、「化学合成農薬（有機農産物の

ＪＡＳ規格で使用可能な農薬を除く。）の使用回数が 50％以下」かつ「化学肥料の窒

素成分量が 50％以下」で栽培された農産物 
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歳出科目（Ｐ34～Ｐ35） 6款 1項 3目 農業振興費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

水田農業推進事業 51,059 12,284 63,343 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金           12,284 

 

 負担金補助及び交付金 

12,284 

 

 

【補正理由】 

県の補助事業を活用し、燃油の使用量低減に資する農業用機械の導入費の一部を支援するた

め、所要額を増額するもの 

 

【補正内容】 

○省エネルギー対応農業生産条件整備支援事業費補助金 12,284 

 （実施内容） 

地区名 事業主体 事業内容 補助率 補助金額 

合併前 

上越市 

農地所有適格法人 

トラクター1台 

田植機 1台 

ドローン 1台 

5/10 10,434 

農地所有適格法人 田植機 1台 5/10 1,850 

合 計 12,284 

 

 （歳入） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

県支出金 
農林水産業総合振興事業費

補助金 
13,676 12,284 25,960 

 

 （歳出） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

負担金補助

及び交付金 

省エネルギー対応農業生産

条件整備支援事業費補助金 
0 12,284 12,284 

 

-12-



歳出科目（Ｐ34～Ｐ35） 6款 1項 3目 農業振興費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

担い手育成確保支援事業 97,602 677 98,279 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金               677 

 

 負担金補助及び交付金  677  

 

【補正理由】 

農地中間管理機構を活用し農地の集積や集約に取り組む地域が変更となったことから、

機構集積協力金を増額するもの 

 

【補正内容】 

○機構集積協力金交付事業 677 

（実施内容） 

区 分 当 初 補 正 後 

交付地区 1地区：清里区 2地区：有田区、名立区 

交付金額 16,940 17,617 

※当初、見込んでいた地区は、今年度の事業化は見送り 

 

（歳入） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

県支出金 
農地面的集積促進事業費

補助金 
17,737 677 18,414 

 

（歳出） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

負担金補助

及び交付金 
機構集積協力金 16,940 677 17,617 
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歳出科目（Ｐ34～Ｐ37） 6款 1項 3目 農業振興費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

埋設農薬適正処理事業 163,328 30,072 193,400 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金           22,554 

一般財源             7,518 

 委託料              30,072  

 

【補正理由】 

富岡地内で実施している埋設農薬掘削・無害化処理委託について、掘削土や地下水の量

等が当初の見込みを上回り、処理経費に不足が見込まれることから、所要額を増額するも

の 

 

【補正内容】 

○掘削・無害化処理委託料 30,072 

 （実施内容） 

地区名 事業費 実施内容 

合併前上越市 富岡 30,072 搬出運搬、無害化処理 

 

 （歳入） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

県支出金 埋設農薬適正処理事業補助金 122,496 22,554 145,050 

 

 （歳出） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

委託料 掘削・無害化処理委託料 163,328 30,072 193,400 
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提  出  課 農林水産整備課 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

農地、農業用施設災害復旧費 315,182 45,500 360,682 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金             26,050 

市債                 13,400 

一般財源              6,050 

 工事請負費        45,500  

 

【補正理由】 

9月 3日の大雨により被災した下宇山地内及び、吉川区長坂地内の農地、農業用施設の復

旧に要する経費を増額するもの 

 

【補正内容】 

 （実施内容） 

 

 （歳入） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

県支出金 

令和 7 年発生農地、農

業用施設災害復旧事業

補助金 

4,434 26,050 30,484 

市債 
令和 7 年発生農地、農

業用施設災害復旧事業 
0 13,400 13,400 

 

（歳出） 

項 目 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

工事請負費 災害復旧工事 160,927 45,500 206,427 

 

 

 

 

 

 

 

歳出科目（Ｐ44～Ｐ45） 11款 1項 1目 農地、農業用施設災害復旧費 

地区名 区 分 事 業 費 実施内容 

合併前上越市 下宇山 
豪雨 

34,500 
農地復旧 N=4箇所 

ため池堤体法面復旧 L=27ｍ 

吉川区 長坂 11,000 水路復旧 L=51ｍ 

合 計 45,500  
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位 置 図 

 

◯被災状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ため池堤体法面崩落（下宇山地内）         水路崩落（吉川区長坂地内） 

 

 

 

  

◎ 

農地、ため池
（下宇山） 

上越市役所 
◎ 

水路 
（吉川区長坂） 

吉川区総合事務所 
◎ 

          Ｎ

浦川原区総合事務所 
◎ 

名立区総合事務所 
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提  出  課 農林水産整備課 

 

債務負担行為の補正について 

 

１ 内 容 

  令和 8年度に予定する松くい虫の駆除について、当該年度中の早期に作業を実施するため、

新たに債務負担行為を設定するもの 

 

２ 限度額 

  36,861千円 

 

３ 年度ごとの支出予定額 

           （単位：千円） 

期 間 金 額 

令和 7年度 0 

令和 8年度 36,861 

合 計 36,861 

 

４ 実施概要等 

地 区 施工地 実施内容 

合併前上越市 西ケ窪浜ほか 

伐倒駆除 柿崎区 上下浜ほか 

大潟区 雁子浜ほか 
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